
金
部
古
政
志
巻
十
一

人
な
ど
は
殊
に
脊

E
H
み
け
る
に
任
せ
殻
何
せ
し
ゅ
ゑ
.
総
彼
聞
き

仰
へ
て
.
今
は
曲
間
関
谷
の
一
名
の
如
く
い
ひ
な
し
け
る
。
但
し
古
吉

都
民
は
非
宇
。

O
穂
町
蹴
凶
如
来
寺

得
土山
一目
也
。
相
出
務
中
は
加
能
越
三
州
の
燭
頭
陀
而
.寺
領
二
百
石
.間同

盟
作
事
所
の
作
事
也
。
貞
享
二
年
出
来
牲
に
去
ム
。
常
寺
附
組
先
述
枇

笈
判
断
文
公
利
術
、
天

E
年
中
K
越
中
図
増
山
広
一
寺
創
立
、
則
ち
如
来

苛
と
鋭
す
。
共
の
後
間
関
商
問
へ
移
側
、
又
金
部
へ
一
件
削
刊
す
。
五
代

容
総
和
品
川
の
時
・
元
和
二
年
従
a
天
徳
院
夫
人
-徳
川
申
拠
出
帆
公
の
位
牌

を
被

h
v立
・
千
部
経
辞
命
。
共
の
頃
金
欄
九
僚
の
袈
裟
珠
敏
隆

兵
m胸
ν
之
。
共
の
後
桜
山
大
絡
を
以
微
妙
公
よ
り
御
意
布
v
之
。
江
戸
へ

罷
越
.
家
康
公
位
牌
に
菰
経
相
動
、
江
戸
誓
願
寺
隠
居
を
以
酒
井
雅

楽
頭
般
へ
巾
入
、
二
代
将
軍
御
目
見
被
v

命
。
六
代
玄
門
和
品
川
‘
台描脳

会
御
他
界
之
節
、
微
妙
公
の
命
に
依
、
江
戸
増
上
寺
へ
罷
越
識
経
相

動
‘
御
布
施
ぬ
目
二
百
貨
文
拝
領
。
A

日
徳
公
御
三
年
忌
之
節
.
微
妙

公
よ
り
位
牌
を
首
寺
に
被
ν
再
伊
立
.
御
法
品
目
被
ν
命。

E
詰
寺
続
前
は

卯
反
に
在
v
之
成
、
中
品
文
ご
年
小
立
野
へ
移
側
、
叫
刊
堂
再
興
被
v
命、

二
百
石
寺
領
御
付
被
μ

成
。
共
の
飾
品
川
徳
公
位
牌
抗
刑
務
院
段
位
牌
と

寺
領
容
附
松
沼

以
a
倒
閣
之
内
二
一
-
白
石
之
所
令
a
寄
附
-m
叩
。
右
金
可
ν
有
昌
寺
納
-
赦
如
ν
件。

立
文
二
十
月
廿
二
日

加

賀

守

網

利

判

如

来

寺
抑
制
所
附
之
事 ミ~，

J~'í. 
~fJ 

て
七
拾
五
石

石
川
郡
問
弁
村

菟
六
ツ
二
歩

E
1
 

耳
・L

一
、
七
拾
四
石
四
4
凶
升
四
合

同
部
三
口
新
村

発
四
ッ
五
歩

草
高
合
百
四
拾
九
石
凹
斗
四
合

定
期q

八
拾
石

折

紙

尚

二

宵

石

加

州

免

四

ツ

右
除
a
山
川
竹
木
一
如
ν
兄
夫
銀
・
日
米
可
ν
被
恥
納
-
者
也
。

党
文
二
年
十
月
時
日

EP 

主n

司E

寺

金
滞
古
蹟
志
巻
十

一

四
点

一
白
川
氏
御
改
禍
ν
之
と
云
L
R

。
三
州
志
来
図
概
究
附
州
開
花
云
ム
。
如
来

寺
は
初
め
卯
辰
山
花
あ
り
。
今
云
ム
沓
如
来
寺
町
の
地
印
ち
先
な

り
。
軍
〈
徳
沼
よ
り
東
照
宮
の
位
牌
宜
伸
世
て
置
か
る
誌
に
よ
り
、
元
利

四
年
再
興
也
。
松
雲
公
の
時
前
務
君
の
恢
牌
主
立
て
世
か
る

h
K
よ

り
.
究
文
元
年
小
立
野
の
今
の
地
医
師
時
ぜ
ら
れ
再
迭
あ
り
。
年
譜
に

は
.
究
文
二
年
三
月
よ
り
如
来
寺
帯
附
円
九
月
成
就
と
紀
す
。
今
枝

直
方
銃
犯
に
は
‘
此
の
寺
を
卯
反
山
よ
り
小
立
到
に
移
せ
る
を
.
抑制

申耐
震
卒
去
後
三
年
目
と
す
。
然
れ
ば
前
治
元
年
な
り
。
一
住
民
院
、

高
治
二
年
如
来
寺
新
屋
敷
五
千
百
歩
賜
は
る
と
見
ゆ
。
此
の
後
手
保

三
年
四
月
六
日
陀
抽
出
失
‘
夫
れ
よ
り
九
4
1
飴
年
仮
悶
危
り
し
が
、
文

化
十
年
に
今
の
伽
藍
再
興
た
り
と
い
へ
り
。
平
次
按
・ヂ
る
陀
、
年
代

摘
出
吉
区
、
市
内
泊
二
年
七
月
甘
五
日
如
来
寺
新
度
数
五
千
百
歩
除
.
上

野
村
牛
坂
村
之
内
渡
る
。
と
見
h
、
問u家
見
附
終
K
.
気
文
二
年
疋

月
よ
り
如
来
寺
作
事
始
り
九
月
落
成
。
と
あ
り
。
然
れ
ば
寺
地
主
賜

ひ
た
る
よ
り
四
少
年
自
民
、逃
替
方
落
成
し
移
従
す
と
聞
ゆ
。
今
校
直

方
筆
記
の
娩
は
訣
な
る
べ
し
。
享
保
三
年
四
月
六
日
の
焼
失
は
.
小

立
野
勉
坂
溢
横
山
刑
部
家
中
よ
り
出
火
花
て
、
如
来
寺
・経
王
苛
等
.

共
の
外
弓
，
町
溢
家
数
百
五
十
徐
戸
延
焼
す
と
い
へ
り
。

O
塔
頭
信
入
院
・接
取
院

此
の
雨
院
は
、
本
苛
門
内
に
あ
り
。
延
由
民二
年
如
来
寺
山
古都陀
K
.

営
寺
塔
頭
信
入
院
開
法
を
金
腕
と
申
す
。
設
信
入
院
迄
二
代
に
罷

成
。
十
四
年
以
前
如
来
寺
塔
到
に
被
a
仰
付
一
小
寺
御
感
被
v
錦
ν
成
.
ニ

」
f

九
年
以
前
如
来
寺
顕
寺
K
被
=仰
付
一
夫
よ
り
役
者
相
勘
罷
在
候
。

叉
怯
寺
塔
到
撤
取
院
附
基
は
存
放
と
申
す
。
常
年
迄
五
拾
八
年
に
罷

成
。
十
四
年
以
前
如
来
寺
御
建
立
被
ν
銭
ν
成
候
陀
付
而
、
略
取
も
御

再
興
被
ν
骨同
v
成
、
常
採
取
院
名
六
代
K
罷
成
、
顕
寺
之
役
者
三
代
相

勤
。
と
あ
り
て
、
開
院
の
中
に
も
嬬
取
院
は
‘
古
書
塔
頭
な
り
し
と

見
ね
た
り
。

十
二
冊
定
舎
に
載
せ
た
る
来
同
阻
害
K
は
・
如
来
寺
塔
頭

艇
…
苛
鎖
信
入
院
・
撤
取
院
は
・
丸
十
九
年
以
前
閉
山
取
立
之
寺
K
て
、

五
十
八
年
以
前
夫
徳
院
段
よ
り
権
現
様
御
位
牌
御
立
被
ν
成
.
共
時
分

寺
御
再
興
被
ν成
。
共
後
治
務
院
政
御
位
牌
御
立
松
ν
成
.
立
文
元
年
に

小
立
野
へ
帯
御
移
被
v
成
、
則
阿
塔
頭
御
道
管
被
ι
仰
付
ブ
と
あ
り
。

夫
れ
ん
¥
枇
h
k

修
締
命
ぜ
ら
れ
存
在
せ
し
か
ど
.
厳
務
後
間
帯
頭
共

に
出
阻
止
せ
ら
る
。

O
天
議
院
門
前

改
作
所
開
聞
記
に
減
せ
た
る
冗
文
十
一
年
五
月
天
徳
院
塔
司
小
立
施
の

四
七




